
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市フッ化物洗口薬剤等購入費補助金申請の流れ 

嘱託歯科医師へ指示書の作成依頼 STEP１ 

指示書をもとに購入予定業者から見積書を取得 

補助金の交付対象 

薬剤、薬剤を溶解するための容器、うがい時の容器、時間計測器 

STEP２ 

             長崎市電子申請サービスにて市へ申請書類を提出 

① 補助金等交付申請書 

② フッ化物洗口計画書（+見積書添付） 

③ 情報提供書 

※郵送・FAX にて申請する場合、 

登記簿謄本の添付をお願いします 

STEP３ 

メールにて修正依頼メールが来る 

修正内容に沿って修正 

受理 

修正 

見積書どおりの薬剤等を購入予定業者にて購入 

領収書を保管 

     電子申請サービスにて市から 

      補助金等交付決定通知書が届く 

           ※郵送・FAX で申請の場合、郵送で送付いたします 

STEP４ 

STEP５ 
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           長崎市電子申請サービスにて市へ実績報告書類を提出 

   電子申請サービスにて市から 

補助金等確定通知書が届く 

         ※郵送・FAX で実績報告をした場合、郵送で送付いたします 

メールにて修正依頼メールが来る 

修正内容に沿って修正 

STEP６ 

受理 

修正 

STEP７ 

           市へ請求書を提出➡補助金交付 

           ※メールでの請求書の送付先 

           長崎市役所健康づくり課 

          E-mail： kenkodukuri@city.nagasaki.lg.jp 

（返還金が生じた場合のみ）市へ消費税等仕入控除税額報告書を提出 

STEP８ 

★長崎市電子申請サービスによる申請書類提出をご希望される方は、 

下記の連絡先へ電話または電子メールにてご連絡ください。 

 

書類の提出及びお問い合わせ先 

長崎市口腔保健支援センター（健康づくり課内） 

〒850-8685 長崎市魚の町 4 番 1 号 

TEL：095-829-1436（直通） FAX：095-829-1221 

E-mail：s8020@city.nagasaki.lg.jp 

④補助金等実績報告書 
⑤領収書 

        ◀左記の二次元コードよりご提出ください 

薬剤等購入後

30 日以内 


